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規    則 
那覇市総合福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則(福祉政策課) 

那覇市規則第34号  

平成24年６月１日  

 

 

那覇市総合福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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告    示 
 

那覇市告示第 41 号  

平成 24 年 5 月 17 日  

掲 示 済  

平成 23 年度「那覇市情報公開および個人情報保護制度運用状況報告

書」の公表について(総務課) 
平成 23 年度「那覇市情報公開および個人情報保護制度運用状況報告

書」の公表について 

 

那覇市情報公開条例第14条及び那覇市個人情報保護条例第25条の規定に基づき、

平成 23年度「那覇市情報公開および個人情報保護制度運用状況報告書」を別紙のと

おり公表する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

（別紙略） 

 

 

 

那覇市告示第 43 号  

平成 24 年 5 月 21 日  

掲 示 済  

平成 24 年度市政功労者の表彰について(秘書広報課) 
 

平成 24年度市政功労者の表彰について 

 

平成 24 年度那覇市政功労者の表彰について那覇市政功労者表彰条例第２条第１

項の規定に基づき、次の者を那覇市政功労者として表彰したので、同条例第５条第

２項の規定により公示する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

登録番号 386号 

氏   名  安次富
あ し と み

 哲雄
て つ お

（72歳）   

功績概要  平成７年から現在までの 16年余りにわたり公平委員会委員長を務め、

多くの審理案件を処理し、本市の人事行政推進に貢献。また市都市計画

審議会委員、市情報公開制度運営審議会委員としても尽力。 
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登録番号 387号 

氏   名  糸数
いとかず

 武
たけし

（79歳） 

功績概要  50年余にわたり自治会活動を続け、地域づくり・地域課題の解決に尽

力。また那覇市自治会長会連合会会長を務めるなど各自治会長会のまと

め役・相談役として活躍し協働によるまちづくりに大きく貢献。 
 

 

登録番号 388号 

氏   名  崎山
さきやま

 嗣榮
し え い

（73歳） 

功績概要  昭和 54年７月の青少年指導員制度設立当初より現在までの 32年余り

にわたり、指導員として青少年の健全育成に尽力。また市青少年指導員

連絡協議会の会長を務めるなど、後進の育成に貢献。 
 

 

登録番号 389号 

氏   名  高江洲
た か え す

 旭
のぼる

（76歳） 

功績概要  昭和 47年より 24年にわたり、前島小学校の歯科校医を務め、児童の

歯科健康管理に尽力。また南部地区歯科医師会会長、市国保運営協議会

委員等の要職を歴任するなど、市民の健康管理に大きく貢献。 
 

 

登録番号 390号 

氏   名  玉城
たまぐすく

 節子
せ つ こ

（71歳） 

功績概要  玉城流創立者に師事以来、実演とともに後進の育成に尽力。平成 21

年国指定重要無形文化財「琉球舞踊」総合認定を受けるとともに、沖縄

芸能連盟会長等の要職を歴任し、琉球舞踊の発展に貢献。 
 

 

登録番号 391号 

氏   名  友寄
ともよせ

 英毅
え い き

（76歳） 

功績概要  昭和 57年から現在までの 30年余にわたり、神原小学校の学校医を務

め、児童の健康増進に貢献。また、市医師会の会長・副会長を歴任し市

民の健康増進に取り組むとともに学校保健活動の充実に尽力。 
 

 

登録番号 392号 

氏   名  名城
な し ろ

 政次郎
まさじろう

（81歳） 

功績概要  学校法人尚学学園理事長のほか、沖縄県私立中学校高等学校協会顧問、

沖縄県専修学校各種学校協会名誉会長など数々の要職を務め、私学振興

に尽力するとともに学力向上と人材育成に大きく貢献。 
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登録番号 393号 

氏   名  西江
に し え

 喜春
きしゅん

（71歳） 

功績概要  昭和 38年に古典音楽安冨祖流に入門以来研鑽を重ね、平成 23年に国

指定重要無形文化財「組踊音楽歌三線」保持者（人間国宝）に認定され

るなど、古典音楽の保存継承並びに後進の育成に尽力。 
 

 

登録番号 394号 

氏   名  西筋
にしすじ

 清治
き よ じ

（78歳） 

功績概要  平成３年の暴力団組事務所撤去訴訟那覇市原告団連絡協議会の設立当

初より現在までの 21年余にわたり会長を務め、暴力団壊滅運動に大きく

貢献。また 23年余の間、自治会長として地域活動に尽力。 
 

 

登録番号 395号 

氏   名  冨名腰
ふ な こ し

 ツル
つ る

（73歳） 

功績概要  昭和 55年から現在までの 31年余にわたり民生委員児童委員を務め、

地道な活動を通じ地域福祉の向上に貢献。その間、那覇第３民生委員児

童委員協議会副会長を務めるなど後進の育成にも尽力。 
 

 

登録番号 396号 

氏   名  宮國
みやぐに

 恵徳
けいとく

（60歳） 

功績概要  平成９年８月より現在までの４期 14 年余にわたり市議会議員を務め

る。その間、建設常任委員会委員長、議会運営委員会委員長などを歴任

するなど地域自治の進展に尽力し、市政発展に大きく貢献。 
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公    告 
 

那覇市公告第 18 号  

平成 24 年５月７日  

掲 示 済  

都市公園の設置及び供用開始について(公園管理課) 
 

都市公園の設置及び供用開始について 

 

都市公園法(昭和31年法律第79号)２条の２及び都市公園法施行令(昭和31年政

令第290号)第９条に基づき、下記のとおり公園を設置し供用を開始する。 

その関係図書は、公告と同時に那覇市建設管理部公園管理課において一般の縦

覧に供する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

記 
 

 

公 園 の 名 称  真嘉比東公園 

公 園 の 位 置  那覇市真嘉比古島第二地区(62街区) 

公 園 の 区 域  別紙位置図のとおり 

供用開始の期日 平成 24年５月８日 

 

 

公 園 の 名 称  真嘉比西公園 

公 園 の 位 置  那覇市真嘉比古島第二地区(６街区) 

公 園 の 区 域  別紙位置図のとおり 

供用開始の期日 平成 24年５月８日 
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那覇市公告第 20 号  

平成 24 年５月８日  

掲 示 済  

那覇広域都市計画公園事業の施行について(花とみどり課) 

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について 

 

都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 62条第１項の規定による事業認可の図書

の送付を受けたので、同法第 62条第２項及び同法施行規則第 49条の規定に基づき

「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１．都市計画事業の種類及び名称 

(１)種類     那覇広域都市計画公園事業 

(２)名称     ２・２・那 87号 国場川くねくね公園 

２．施行者の名称 

那覇市 

３．事務所の所在地 

沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

４．事業地 

(１)収用の部分 なし 

(２)使用の部分 那覇市字上間地内 

５．事業施行期間 

平成 24年４月 24日から平成 29年３月 31日まで 

６．縦覧の場所 

那覇市 建設管理部 花とみどり課 

(那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階) 

 

 

那覇市公告第 21 号  

平成 24 年５月８日  

掲 示 済  

那覇広域都市計画公園事業の施行について(花とみどり課) 

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について 

 

都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 62条第１項の規定による事業認可の図書

の送付を受けたので、同法第 62条第２項及び同法施行規則第 49条の規定に基づき

「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  



      那 覇 市 公 報    第１５７３号   2012（平成24）年６月１日 

 230 

１．都市計画事業の種類及び名称 

(１)種類 那覇広域都市計画公園事業 

(２)名称 ２・２・那 88号 山下町第一洞穴遺跡公園 

２．施行者の名称 

那覇市 

３．事務所の所在地 

沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

４．事業地 

(１)収用の部分 那覇市山下町地内 

(２)使用の部分 なし 

５．事業施行期間 

平成 24年４月 24日から平成 27年３月 31日まで 

６．縦覧の場所 

那覇市 建設管理部 花とみどり課 

(那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階) 

 

 

那覇市公告第 22 号  

平成 24 年５月８日  

掲 示 済  

那覇広域都市計画公園事業の施行について(花とみどり課) 

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について 

 

都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 62条第１項の規定による事業認可の図書

の送付を受けたので、同法第 62条第２項及び同法施行規則第 49条の規定に基づき

「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１．都市計画事業の種類及び名称 

(１)種類 那覇広域都市計画公園事業 

(２)名称 那８号 安里緑地 

２．施行者の名称 

那覇市 

３．事務所の所在地 

沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

４．事業地 

(１)収用の部分 那覇市おもろまち１丁目及び安里３丁目地内 

(２)使用の部分 なし 

５．事業施行期間 

平成 24年４月 24日から平成 31年３月 31日まで 

６．縦覧の場所 

那覇市 建設管理部 花とみどり課 

(那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階) 
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那覇市公告第 32 号  

平成 24 年５月 18 日  

掲 示 済  

住民票の職権消除の公示について(市民課) 

 

住民票の職権消除の公示について 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第４項の規定により公示する。 

なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇市市民

文化部市民課において縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

那覇市公告第 33 号  

平成 24 年５月 18 日  

掲 示 済  

那覇広域都市計画道路事業の事業計画認可に係る縦覧について(道路建設課) 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画認可に係る縦覧について 

 

都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第１項の規定による都市計画事業の図

書の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に

供する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

(１)種類 那覇広域都市計画道路事業 

(２)名称 ３・４・那88号 真和志線 

 

２ 施行者の名称   那 覇 市 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

(１)場所 那覇市建設管理部道路建設課 

(２)期間 平成24年５月18日～平成31年３月31日 
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那覇市公告第 40 号  

平成 24 年６月１日  

 

指定管理者の指定申請について(商工農水課) 

 

指定管理者の指定申請について 

 

平成 25 年４月１日から那覇市ぶんかテンブス館の管理を行う法人を次のとおり

募集します。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 名称及び位置 

名 称  那覇市ぶんかテンブス館 

位 置  那覇市牧志３丁目２番 10号 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

那覇市ぶんかテンブス館条例第 19条に定めるもののほか、詳細については那

覇市ぶんかテンブス館指定管理者募集要項及び業務仕様書のとおり。 

３ 指定予定期間 

平成 25年４月１日から平成 28年３月 31日（３年） 

４ 応募資格 

指定期間中、テンブス館の管理運営を円滑かつ安定して実施できる、法人そ

の他団体で次の事項に該当するもの。 

（１）法人その他団体が単独で応募する場合 

市内に登記簿上の本店（主たる事務所）を有する法人、又はその他の団

体で主たる事業所を市内に有するもの。 

（２）共同企業体での応募の場合 

① 代表者：市内に登記簿上の本店（主たる事務所）を有する法人、又はそ

の他の団体で主たる事業所を市内に有するもの。 

構成員：県内に登記簿上の本店（主たる事務所）を有する法人、又はそ

の他の団体で主たる事業所を市内に有するもの。 

② 共同企業体間で協定を結ぶこと。 

（３）役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。 

（４）会社更生法及び民事再生法等による手続きをしていないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第

２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでな

いこと。 

（６）甲種防火対象物の防火管理者の資格を有する者を雇用していること（取得

もしくは取得見こみを含む）。 

５ 指定申請の方法 

（１）指定管理者指定申請書、募集要項等の配布及び提出場所 

〒９００－０００４ 那覇市銘苅２丁目３番１号 

新都心銘刈庁舎２階 商工農水課 商工振興グループ 
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（２）提出書類 

※申請書類に係る費用は応募者の負担とし、提出された書類や資料は返却し

ません。また、提出書類の部数は、原本１部、原本の写し６部の合計７部

が必要となります。 

① 那覇市ぶんかテンブス館指定管理者指定申請書(第1号様式) 

② 指定管理者の指定の予定期間に属する各年度の那覇市ぶんかテンブス

館指定管理者事業計画書及び那覇市ぶんかテンブス館指定管理者収支予

算書(様式第２号・第３号・第４号) 

③ 定款又は寄付行為及び履歴事項全部証明書 

④ 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸

借対照表 

ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、

その設立時における財産目録のみとする。 

⑤ 指定申請の日の属する事業年度における法人の事業計画書及び収支予

算書 

⑥ 役員の名簿及び履歴書 

⑦ 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

⑧ 現に行っている業務の概要を記載した書類 

⑨ 納税証明書 

<1>直近１か年の国税・都道府県税・市町村民税の各納税証明書 

<2>設立１年未満の法人の場合は、代表者の直近１か年の国税・都道府県

税・市町村民税の各納税証明書 

⑩ 自主興業を実施制作する主任者の経歴及び実務経験履歴を記載した書

類 

⑪ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

６ 那覇市ぶんかテンブス館指定管理者指定申請書及び募集要項の配布期間 

平成 24年６月１日（金）から平成 24年８月 13日（月）まで 

午前９時から午後５時 15分まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

７ 申請書類の受付期間 

平成 24年６月 11日（月）から平成 24年８月 13日（月）まで 

午前９時から午後５時 15分まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

８ 提出方法 

提出書類および提出書類の電子ファイル（CD-ROM）を上記の受付期間内に持

参してください。(郵送、ＦＡＸ等による受付は行いません。) 

９ 問い合わせ先 

〒９００－０００４ 那覇市銘苅２丁目３番１号 

新都心銘刈庁舎２階 商工農水課 商工振興グループ 

ＴＥＬ ０９８－９５１－３２１２ 

ＦＡＸ ０９８－９５１－３２１３ 
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選挙管理委員会告示 
 

那覇市選挙管理委員会告示第５号  

平 成 2 4 年 ５ 月 ７ 日  

掲 示 済  

 

 

特定国外派遣隊員の不在者投票用紙等の交付及び郵送開始日について 
 

平成 24年６月 10日執行の沖縄県議会議員選挙において、公職選挙法施行令(昭

和 25年政令第 89号)第 59条の５の４第７項の規定により、告示日前に投票用紙及

び投票用封筒を交付し又は郵便をもって発送する場合、その交付及び発送を開始す

る日は、平成 24年５月 25日とする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第６号  

平 成 2 4 年 ５ 月 2 5 日  

掲 示 済  

 

 

ポスター掲示場の設置場所について 
 

平成 24年６月 10日執行の沖縄県議会議員選挙における「沖縄県議会議員の選挙

におけるポスター掲示場の設置に関する条例」第１条の規定による那覇市選挙区の

ポスター掲示場を次のとおり設置した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  
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那覇市選挙管理委員会告示第７号  

平 成 2 4 年 ６ 月 １ 日  

 

 

期日前投票所について 
 

平成 24年６月 10日執行の沖縄県議会議員選挙那覇市選挙区の期日前投票の場所

を次のとおり定める。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

期日前 

投票所名 

投票所に充てる 

施設の名称 
所在地 設置期間 

期日前 

第 1 投票所 

新都心銘苅庁舎 

２階ＩＴ会議室 
銘苅 2丁目 3番 1号 

平成 24年 6月 2日 

～6月 9日 

午前 8時 30分 

～午後 8時 

期日前 

第２投票所 

首里支所１階 

会議室 

首里久場川町 

2丁目 18番地 9 

平成 24年 6月 4日 

～6月 9日 

午前 8時 30分 

～午後 5時 15分 

期日前 

第３投票所 

真和志庁舎地下 

コミュニティー 

会議室 

寄宮 2丁目 32番 1号 

期日前 

第４投票所 

小禄南公民館 

１階視聴覚室 
高良 2丁目 7番 1号 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第８号  

平 成 2 4 年 ６ 月 １ 日   

 

 

投票所について 
 

平成 24年６月 10日執行の沖縄県議会議員選挙の那覇市選挙区の投票の場所を次

のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  
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那覇市選挙管理委員会告示第９号  

平 成 2 4 年 ６ 月 １ 日  

 

 

投票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等について 
 

平成 24年６月 10日執行の沖縄県議会議員選挙において、公職選挙法(昭和 25年

法律第 100号)第 37条第２項の規定により、那覇市選挙区の各投票区の投票管理者

及びその職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  
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那覇市選挙管理委員会告示第 10 号  

平 成 2 4 年 ６ 月 １ 日  

 

 

投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所に

ついて 
 

平成 24年６月 10日執行の沖縄県議会議員選挙における那覇市選挙区の氏名等の

掲示(投票所氏名掲示）の順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のように定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

１ 日 時  平成 24年６月１日(金) 午後５時 30分 

２ 場 所  那覇市銘苅２丁目３番１号  新都心銘苅庁舎２階 

那覇市選挙管理委員会 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第 11 号  

平 成 2 4 年 ５ 月 ７ 日   

掲 示 済  

 

 

指定関係投票区の変更について 
 

公職選挙法施行令第 26 条第２項の規定により次のとおり指定関係投票区を変更

した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 亀 島 賢 優  

 

指定投票区 指定関係投票区 

第 52投票区 

新 
第１投票区～第 51投票区 

第 53投票区～第 54投票区 

旧 第１投票区～第 51投票区 
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